
西
園
寺
家
所
蔵
「
河
瀬
清
貞
山
城
国
美
豆
牧
代
官
職
請
文
」
に
つ
い
て

西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」にっいて

一
　
は
じ
め
に

徳
　
仁
　
親
　
王

　
学
習
院
大
学
史
料
館
が
平
成
八
年
に
西
園
寺
公
友
氏
よ
り
寄
託
さ
れ
た
史
料
中
に
、
新
出
の
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
五
月
十
日
付
の

河
瀬
弾
正
忠
清
貞
に
よ
る
西
園
寺
家
領
山
城
国
美
豆
牧
の
代
官
職
の
請
文
（
以
下
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
と
略
記
）
が
存
在
す
る
。

　
本
史
料
は
、
こ
の
時
期
の
西
園
寺
家
当
主
の
日
記
「
実
遠
公
記
」
が
、
寛
正
五
年
正
月
六
日
以
降
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
ま
で
を

欠
失
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
室
町
後
期
に
お
け
る
西
園
寺
家
領
の
代
官
請
負
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
の
史
料
紹
介
に
主
眼
を
置
き
つ
つ
、
西
園
寺
家
と
と
も
に
美
豆
牧
を
領
有
す
る
三
条
西
家
の
例
も
視
野
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
な
が
ら
、
西
園
寺
家
と
美
豆
牧
と
の
関
係
を
請
負
代
官
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

1



2

二
　
西
園
寺
家
・
三
条
西
家
と
美
豆
牧

　
『
久
御
山
町
史
』
一
に
よ
れ
ば
、
美
豆
牧
は
木
津
川
・
宇
治
川
・
桂
川
の
合
流
す
る
付
近
に
位
置
し
、
宇
治
川
を
挟
み
、
美
豆
（
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

市
伏
見
区
）
・
久
御
山
町
の
北
川
顔
、
藤
和
田
の
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
美
豆
牧
は
、
も
と
も
と
朝
廷
の
馬
の
飼
養
に
あ
た
っ
た

左
馬
寮
に
属
す
る
放
牧
地
で
あ
っ
た
が
、
西
園
寺
家
は
、
御
厩
別
当
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
牧
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
西
園

寺
家
に
お
い
て
御
厩
別
当
に
な
っ
た
の
は
、
保
安
年
間
（
一
一
二
〇
～
二
四
）
の
通
季
が
最
初
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
中
絶
の
時
期
は

あ
っ
た
も
の
の
、
承
久
の
乱
以
後
、
西
園
寺
実
氏
が
鎌
倉
幕
府
の
意
向
に
よ
っ
て
御
厩
別
当
と
な
っ
て
以
来
、
西
園
寺
家
に
よ
る
領
有
が

　
（
3
）

続
い
た
。

　
南
北
朝
末
期
、
西
園
寺
実
俊
の
次
男
公
兼
が
分
家
し
て
西
園
寺
京
極
家
が
成
立
し
、
所
領
が
分
割
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
応
永
三
年

（
＝
二
九
六
）
三
月
二
十
七
日
付
の
管
領
斯
波
義
将
奉
書
に
、
鳥
羽
十
三
ヶ
荘
・
魚
市
・
同
下
司
職
・
美
豆
牧
等
に
つ
い
て
、
西
園
寺
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
下
地
の
三
分
の
二
、
京
極
家
は
三
分
の
一
を
領
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
京
極
家
で
は
、
公
兼
の
子
、
実
敦

が
父
に
先
立
ち
死
去
し
た
た
め
、
実
敦
の
子
、
実
光
（
後
に
実
種
と
改
名
）
が
家
督
を
継
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
光
は
将
軍
義
教
の

怒
り
に
触
れ
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
十
二
月
下
旬
に
所
領
を
没
収
さ
れ
て
、
そ
れ
が
三
条
西
公
保
へ
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、

西
園
寺
家
と
三
条
西
家
と
の
間
で
、
か
つ
て
の
西
園
寺
家
と
西
園
寺
京
極
家
と
同
様
、
西
園
寺
家
が
三
分
の
二
、
三
条
西
家
が
三
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
割
合
で
下
地
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。



三
　
西
園
寺
家
代
官
に
よ
る
美
豆
牧
支
配

西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」について

　
西
園
寺
家
領
美
豆
牧
に
お
け
る
請
負
代
官
の
初
見
は
、
「
公
名
公
記
」
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
八
月
三
日
条
に
よ
り
知
ら
れ
る
西
室

大
夫
で
あ
る
。
同
日
条
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
先
年
、
美
豆
牧
・
鳥
羽
十
三
ヶ
荘
の
代
官
を
将
軍
足
利
義
教
の
口
入
に
よ
り
、
西
室
大
夫
に

仰
せ
付
け
た
。
し
か
し
、
年
貢
を
押
妨
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
義
教
が
殺
さ
れ
た
直
後
の
嘉
吉
元
年
七
月
十
六
日
に
直
務
と
し
た
の
だ
と

（
6
）

い
う
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
八
月
二
十
四
日
に
は
、
美
豆
牧
・
鳥
羽
十
三
ヶ
荘
の
代
官
を
も
と
の
と
お
り
西
室
大
夫
に
す
る
よ
う
に
、
管
領

細
川
持
之
が
口
入
し
、
そ
の
結
果
、
鳥
羽
十
三
ヶ
荘
は
直
務
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
美
豆
牧
の
み
は
西
室
大
夫
に
よ
る
代
官
支
配
と
な
っ

（
7
）

た
。
嘉
吉
二
年
六
月
、
美
豆
牧
は
再
び
直
務
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
七
月
二
十
日
に
管
領
畠
山
持
国
の
被
官
人
誉
田
全
宝
が

西
室
大
夫
と
の
契
約
と
称
し
て
美
豆
牧
の
代
官
職
を
競
望
し
た
た
め
、
公
名
は
、
持
国
の
一
族
能
登
守
護
家
の
畠
山
義
忠
に
依
頼
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

持
国
か
ら
命
じ
て
全
宝
の
競
望
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
で
事
無
き
を
得
た
。
西
室
大
夫
の
改
替
及
び
誉
田
全
宝
の
代
官
職
の
競
望
は
、
六
月

二
十
九
日
を
も
っ
て
管
領
が
細
川
持
之
か
ら
畠
山
持
国
に
か
わ
っ
た
こ
と
に
連
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
翌
嘉
吉
三
年
六
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

日
に
は
美
豆
牧
・
鳥
羽
十
三
ヶ
荘
直
務
の
奉
書
が
到
来
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
美
豆
牧
の
代
官
職
を
請
負
っ
た
西
室
大
夫
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
西
室
大
夫
は
、
も
と
東
大
寺
西
室
の
納
所

で
あ
り
、
私
的
に
金
融
を
行
い
巨
額
の
富
を
得
た
人
物
で
、
『
大
乗
院
日
記
目
録
』
の
永
享
十
三
年
（
一
四
四
一
）
六
月
二
十
五
日
条
に

「
西
院
大
夫
法
眼
見
賢
」
と
見
え
る
。
永
享
八
年
に
は
将
軍
義
教
を
宿
所
に
迎
え
、
猿
楽
を
披
露
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
伝
え
聞
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
1
）

貞
成
親
王
は
『
看
聞
日
記
』
に
「
大
名
之
振
舞
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
西
室
大
夫
は
、
義
教
が
暗
殺
さ
れ
る
と
と
も
に
没
落
し
、
奈

3



良
に
逃
れ
る
が
、
興
福
寺
の
焼
き
討
ち
に
あ
う
。
そ
の
折
り
の
奈
良
中
の
所
々
か
ら
興
福
寺
唐
院
に
接
収
さ
れ
た
銭
貨
は
約
一
万
四
千
四

百
二
十
五
貫
文
で
あ
り
、
他
に
も
、
京
都
・
坂
本
な
ど
に
料
足
十
余
万
貫
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
奈
良
を
追
わ
れ
た
彼
は
、
細
川
持
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
た
よ
り
、
京
都
に
赴
き
、
美
豆
牧
の
代
官
職
に
お
さ
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
西
室
大
夫
に
つ
い
て
は
、
永
島
福
太
郎
氏
に
論
考

　
（
1
3
V

が
あ
り
、
「
一
下
級
僧
徒
か
ら
身
を
起
し
、
富
の
蓄
積
に
よ
っ
て
金
融
を
業
と
し
、
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
時
の
政
権
者
に
結
び
つ
き
、
成

（
或
ヵ
）
は
権
門
に
出
入
し
て
、
政
治
面
に
ま
で
乗
出
し
た
」
人
物
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
美
豆
牧
に
関
す
る
西
園
寺
家
の
記
録
は
、
嘉
吉
三
年
以
降
し
ば
ら
く
途
絶
え
、
次
に
、
美
豆
牧
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
「
河
瀬
清
貞
請

文
」
の
書
か
れ
た
五
年
前
、
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
に
西
園
寺
家
諸
大
夫
に
配
分
さ
れ
た
美
豆
牧
の
収
入
分
が
記
さ
れ
た
「
長
禄
四
年

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

給
分
請
取
状
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
収
入
配
分
が
「
月
宛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
長
禄
四
年
の
段
階
で
も
美
豆
牧
は
代
官
請
負

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
の
検
討
に
移
り
た
い
。

4

四
　
河
瀬
清
貞
に
つ
い
て

　
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
は
楮
紙
に
書
か
れ
、
縦
三
十
五
・
九
セ
ン
チ
、
横
五
十
二
・
九
セ
ン
チ
で
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
補
修
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
た
と
見
ら
れ
、
も
と
も
と
端
裏
に
当
た
っ
て
い
た
部
分
が
切
断
さ
れ
、
袖
に
貼
り
継
い
だ
上
で
裏
打
ち
が
さ
れ
て
い
た
。
全
文
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

河
瀬
清
貞
山
城
国
美
豆
牧
代
官
職
請
文



西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」にっいて

（
裏
打
端
書
）

「
西
園
寺
家
御
領
山
城
国
美
豆
御
牧
御
代
官
職
事
　
至
安
、
永
二
年
三
百
九
年
」

攣
河
瀬
弾
正
請
文
L

　
　
　
西
園
寺
家
御
領
山
城
国
美
豆
御
牧

　
預
申

　
　
　
御
代
官
職
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
外
祭
礼
要
脚
武
拾
五
［

　
　
合
参
値
貫
文
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
灯
明
料
拾
貫
文
沙
汰
［
日

一
夏
分
御
月
充
拾
貫
文
魏
証
朋
残
増
分
玖
拾
貫
文
六
月
中
可
皆
済
事
、

萩
盆
月
充
書
文
錫
月
残
増
分
舗
鑓
郵
1
喉

一
長
日
人
夫
一
人
可
召
進
事
、

一
臨
時
人
夫
随
御
用
毎
月
可
召
進
事
、

　
〔
伝
〕

一
点
馬
随
御
用
可
召
進
事
、

一
芋
洗
御
肴
魚
毎
月
可
執
進
事
、

一
御
茶
騨
百
五
拾
袋
可
執
進
事
、

一
八
朔
御
要
御
馬
代
深
貫
五
百
文
可
進
事
、

右
在
所
御
年
貢
事
、
請
切
申
之
上
者
、
毎
年
不
謂
呈
H
口

儀
可
致
其
沙
汰
、
錐
然
万
一
々
国
平
均
旱
水
之
時
者
、
以
上
使
致
糺
明
、

其
左
右
可
申
子
細
者
也
、
涯
分
又
致
興
行
御
公
平
、
令
出
来
［
］
口

其
実
否
可
増
申
請
。
・
如
鰯
乍
申
定
・
万
采
浬
勝
．

随

5



之
儀
有
之
者
、
雛
何
時
可
被
召
放
御
代
官
職
、

入
一
言
之
子
細
者
也
、
傍
請
文
之
状
如
件
、

其
時
不
可
申

6

寛
正
六
年
五
月
十
日

河
瀬
弾
正
忠

　
　
清
貞
（
花
押
）

向
栄
庵

　
　
景
口
（
花
押
）

　
は
じ
め
に
、
代
官
職
を
請
負
っ
た
河
瀬
清
貞
な
る
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
河
瀬
に
つ
い
て
は
、
人
物
の
特
定
は
で
き
な
い
も
の

の
、
同
時
代
史
料
に
幾
例
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
『
建
内
記
』
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
二
月
二
十
五
日
条
に
、
飯

尾
肥
前
入
道
の
使
者
で
あ
る
川
瀬
が
万
里
小
路
時
房
の
も
と
に
赴
い
て
い
る
記
事
が
見
え
る
。
飯
尾
肥
前
入
道
は
名
を
為
種
、
嘉
吉
元
年

に
出
家
し
、
法
名
は
永
祥
、
室
町
幕
府
奉
行
入
で
あ
り
、
奉
行
衆
の
筆
頭
で
あ
る
公
人
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
、
評
定
衆
を
許
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
ま
た
、
『
菅
浦
文
書
』
に
は
、
菅
浦
、
大
浦
に
よ
る
、
日
指
・
諸
河
の
領
有
を
め
ぐ
る
争
論
に
関
す
る
年
未
詳
の
文
書
に
、
「
肥
州
之
内

候
川
瀬
」
と
あ
り
、
田
中
克
行
氏
は
、
こ
の
文
書
の
年
代
を
文
安
四
年
と
推
定
し
、
川
瀬
を
飯
尾
水
祥
の
内
者
と
し
て
戦
魏
。
お
そ
ら
く
、

両
史
料
に
見
え
る
川
瀬
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
万
里
小
路
家
で
は
、
飯
尾
永
祥
の
内
者
、
小
倉
小
三
郎
な
る
人
物
を
、
同

家
領
尾
張
国
六
師
荘
代
官
職
に
補
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
小
倉
が
、
約
束
さ
れ
た
本
所
へ
の
進
納
額
を
納
め
ら
れ
な
い
と
い
う
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

力
不
足
の
た
め
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
公
家
で
あ
る
西
園
寺
家
で
も
飯
尾
永
祥
の
内
者
が
代
官
職
を
請
負
う
こ
と
が



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

お
こ
っ
て
も
強
ち
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
一
方
の
向
栄
庵
景
口
に
つ
い
て
は
、
手
が
か
り
は
な
く
未
詳
で
あ
る
が
、
請
人
の
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
寛
正
六

年
五
月
十
日
に
こ
の
よ
う
な
請
文
が
発
せ
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」について

五
　
代
官
請
負
に
と
も
な
う
負
担
内
容
に
つ
い
て

　
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
に
は
、
代
官
の
請
負
い
に
あ
た
り
、
代
官
が
負
担
し
た
内
容
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
時
期
的
な
隔
た
り
は

あ
る
も
の
の
、
三
条
西
家
領
美
豆
牧
に
お
け
る
代
官
の
負
担
内
容
と
比
較
し
つ
つ
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
請
負
い
額
に
つ
い
て
、
三
百
貫
文
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
美
豆
牧
の
年
貢
の
総
額
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
同
時
代
の
他
の
公
家
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

に
比
し
て
も
高
額
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
三
百
貫
文
に
加
え
て
、
八
幡
灯
明
料
十
貫
文
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
小
野
晃
嗣
氏
は
、
先

に
述
べ
た
、
西
園
寺
家
領
の
淀
魚
市
に
お
け
る
「
長
禄
四
年
給
分
請
取
状
」
を
例
に
、
配
分
銭
の
一
部
が
鋸
水
八
幡
宮
の
灯
明
料
と
し

て
差
し
引
か
れ
て
い
る
事
実
に
着
目
し
、
こ
れ
を
石
清
水
八
幡
宮
が
淀
に
所
領
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め
た
。
美
豆
牧
の
場
合
は
ど
う

か
。
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
十
一
月
十
日
付
の
管
領
細
川
勝
元
施
行
状
に
美
豆
牧
内
に
あ
る
藤
輪
（
和
）
田
の
地
名
が
所
領
と
し
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

え
る
こ
と
か
ら
も
、
美
豆
牧
内
に
石
清
水
八
幡
宮
の
所
領
が
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
実
遠
公
記
」
寛
正
二
年
（
一
四

六
一
）
八
月
十
五
日
条
に
依
れ
ば
、
西
園
寺
家
領
淀
魚
市
な
ら
び
に
美
豆
牧
中
村
の
こ
と
で
石
清
水
の
神
人
が
傲
訴
を
行
っ
た
事
が
見
え

て
お
り
、
美
豆
牧
と
石
清
水
と
の
間
に
何
ら
か
の
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
美
豆
牧
代

7



官
を
請
負
っ
た
代
官
が
美
豆
牧
の
年
貢
以
外
に
石
清
水
へ
の
負
担
金
を
か
か
え
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
以
下
、
便
宜
的
に
、
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
の
箇
条
順
に
番
号
を
付
し
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
に
依
れ
ば
、
西

園
寺
家
で
は
、
寛
正
六
年
に
美
豆
牧
の
年
貢
は
夏
分
と
し
て
正
月
か
ら
六
月
ま
で
は
月
充
十
貫
文
、
残
る
増
分
九
十
貫
文
に
つ
い
て
は
六

月
中
に
皆
済
と
第
一
条
に
記
さ
れ
、
第
二
条
の
秋
分
と
し
て
の
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
充
も
そ
れ
ぞ
れ
十
貫
文
で
・
残
る
増
分
に
つ

い
て
は
、
十
月
が
二
十
貫
文
、
十
二
月
が
四
十
貫
文
と
見
え
、
金
額
が
欠
損
し
て
い
る
十
｝
月
に
つ
い
て
は
、
年
貢
の
三
百
貫
文
か
ら
以

上
を
差
し
引
い
た
三
十
貫
文
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
、
西
園
寺
家
領
美
豆
牧
で
は
、
長
日
人
夫
一
人
が
召
し
進
あ
ら
れ
、
ま
た
、
毎
月
臨
時
の
人
夫
も
必
要

に
応
じ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
管
見
記
」
八
十
一
の
年
未
詳
の
「
御
随
身
等
下
行
関
係
文
書
」
の
「
人
夫
伝

馬
事
」
中
に
、
「
美
豆
御
牧
人
夫
廿
人
伝
馬
七
疋
」
と
星
る
点
に
注
目
し
な
曜
・
・
の
文
書
は
・
お
そ
ら
く
は
・
応
水
二
‡
年

（一

l
二
〇
）
正
月
の
西
園
寺
実
永
の
内
大
臣
任
官
の
折
り
の
拝
賀
の
行
列
を
構
成
し
た
随
身
や
経
費
の
明
細
書
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
拝
賀
の
儀
式
に
、
美
豆
牧
か
ら
人
夫
と
伝
馬
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、
人
夫
の
数
に
つ
い
て
は
、
美
豆
牧

の
二
十
人
以
外
で
は
、
上
豊
田
荘
が
三
人
、
石
原
荘
一
人
、
宇
治
真
木
殿
二
人
、
吉
富
郷
一
人
で
美
豆
牧
か
ら
の
人
夫
の
数
が
ぬ
き
ん
で

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
人
夫
伝
馬
事
」
の
記
述
に
続
き
、
「
此
外
美
豆
井
石
原
庄
長
役
二
人
」
と
見
え
、
美
豆
牧
及
び
石
原
荘
か

ら
「
長
役
」
各
一
人
ず
つ
が
徴
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
第
三
条
に
あ
る
「
長
日
人
夫
」
の
詳
細
は
不
明
で
あ

る
が
「
長
役
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
の
三
条
西
家
で
は
、
毎
月
三
日
役
と
称
し
て
、
数
人
の
人
夫
が
三
条
西
家
へ
出

頭
し
て
、
堀
さ
ら
い
、
築
地
修
理
、
薪
炭
運
搬
な
ど
の
雑
役
に
服
し
て
戦
煙
・
例
え
ば
・
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
・
明
応
七
年
（
西
九

八
）
五
月
二
十
三
日
に
は
、
三
条
西
家
領
御
牧
（
美
豆
牧
）
の
人
夫
三
人
が
上
洛
し
、
砂
の
運
搬
に
携
わ
っ
て
い
る
。

　
第
五
条
の
「
点
馬
随
御
用
可
召
進
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
点
」
は
「
伝
」
の
宛
字
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
先
の
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西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」について

「
御
随
身
等
下
行
関
係
文
書
」
の
「
人
夫
伝
馬
事
」
の
中
に
、
美
豆
牧
か
ら
人
夫
二
十
人
に
加
え
て
、
伝
馬
七
疋
が
供
出
さ
れ
る
と
い
う

人
夫
と
伝
馬
が
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
で
て
く
る
こ
と
か
ら
も
、
「
河
瀬
清
貞
請
文
」
に
も
人
夫
の
項
目
に
引
き
続
き
伝
馬
の
項
目
が

あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
か
謎
・
ち
な
み
に
・
「
御
随
身
等
下
行
関
係
文
書
」
で
は
、
伝
馬
は
、
美
豆
牧
・
上
豊
田
荘
・
石
原
荘
で
そ

れ
ぞ
れ
七
・
二
・
一
疋
の
割
合
で
あ
り
、
美
豆
牧
か
ら
の
割
合
が
人
夫
の
供
出
量
同
様
高
い
。
宇
治
真
木
殿
、
吉
富
郷
は
、
人
夫
は
だ
し

て
い
る
が
、
伝
馬
の
供
出
は
見
え
な
い
。
な
お
、
三
条
西
家
領
美
豆
牧
に
お
け
る
伝
馬
の
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　
第
六
条
に
つ
い
て
は
、
「
芋
洗
」
と
い
う
旦
ハ
体
的
な
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
芋
洗
は
、
鎌
倉
時
代
よ
り
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
あ
ら
い

地
名
で
あ
り
、
現
在
で
も
久
御
山
町
東
一
口
・
西
一
口
と
し
て
そ
の
地
名
を
残
し
て
い
る
。
中
世
に
あ
っ
て
は
、
芋
洗
は
宇
治
川
．
木
津

川
・
桂
川
が
流
入
す
る
巨
椋
池
付
近
に
位
置
し
、
漁
場
と
し
て
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
交
通
上
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
場
所
で
も
あ
っ

櫨
正
和
四
年
（
＝
三
五
）
の
「
兵
庫
関
悪
党
交
名
注
進
状
」
に
お
い
て
、
一
・
の
孫
太
郎
な
る
悪
塞
淀
．
垂
水
垂
の
淀
川
流

域
及
び
尼
崎
・
西
宮
と
い
っ
た
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
の
悪
党
と
と
も
に
、
兵
庫
関
の
襲
撃
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
芋
洗
産

の
魚
が
西
園
寺
家
に
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
西
園
寺
家
が
こ
の
よ
う
な
地
理
的
な
要
衝
を
押
さ
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『
実
隆
公
記
』
に
も
、
漁
獲
地
の
特
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
川
魚
が
三
条
西
家
へ
進
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

諸
所
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
三
月
五
日
に
は
鯉
が
美
豆
牧
よ
り
届
け
ら
れ
た
記
事
が
見
え
、
ま
た
、
文
明
十

三
年
（
一
四
八
一
）
正
月
十
日
に
も
鯉
が
送
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
五
月
十
日
に
は
鯉
に
加
え
て
鰭
が
あ
が
っ

て
い
る
。

　
第
七
条
に
は
、
茶
四
百
五
十
袋
を
執
り
進
め
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
、
美
豆
牧
付
近
で
良
茶
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
三
月
二
十
一
日
に
は
、
代
官
の
中
村
宮
千
世
丸
が
茶
二
十
袋
と
あ

わ
せ
て
、
一
斤
半
入
れ
の
懸
茶
十
四
袋
（
も
と
は
二
十
四
袋
）
を
三
条
西
家
へ
納
め
て
い
る
。
茶
二
十
袋
の
う
ち
わ
け
は
、
十
袋
を
そ
れ
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そ
れ
三
条
西
家
と
難
に
代
官
自
ら
進
上
す
る
の
が
嘉
例
と
さ
れ
て
賑
煙
・
西
園
寺
家
に
比
べ
分
量
は
少
な
い
も
の
の
・
と
も
に
・
茶
が

代
官
か
ら
の
進
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
共
通
性
が
あ
る
。

最
後
の
第
八
条
の
「
八
朔
御
要
御
馬
代
」
は
、
八
朔
の
贈
答
品
と
し
て
の
馬
代
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
謳
・
贈
答
品
と
し
て
の
馬
が

牧
よ
り
送
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
代
官
の
方
で
馬
代
を
送
進
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
本
来
、
馬
の
飼
養
地
で
あ
る
は
ず
の
牧
が
そ
の

機
能
を
失
い
、
他
の
荘
園
同
様
、
収
益
の
対
象
と
し
て
の
所
領
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
三
条
西
家
領
美
豆
牧
で
は
、
こ
の
他
、
白
瓜
（
明
応
六
年
五
月
十
六
日
条
）
を
は
じ
め
と
し
た

種
々
の
野
菜
や
葦
（
明
応
五
年
十
一
月
二
十
七
日
条
）
、
及
び
別
納
と
称
さ
れ
る
少
額
の
銭
納
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
代
官
の
負
担
内

容
に
お
い
て
西
園
寺
家
領
美
豆
牧
と
類
似
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が
分
加
融
。

六
　
む
す
び

　
西
園
寺
家
領
美
豆
牧
で
は
、
寛
正
六
年
の
時
点
で
、
室
町
幕
府
奉
行
人
飯
尾
氏
の
内
者
河
瀬
氏
と
思
わ
れ
る
人
物
に
よ
り
代
官
職
が
請

負
わ
れ
た
。
請
負
額
の
三
百
貫
文
は
同
時
代
の
他
の
公
家
領
に
比
し
て
も
大
き
く
、
西
園
寺
家
は
あ
る
程
度
安
定
し
た
所
領
経
営
を
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
西
園
寺
家
と
三
条
西
家
は
同
じ
地
域
の
領
地
を
そ
れ
ぞ
れ
、
三
分
の
二
と
三
分
の
一
の
割
合
で
領
有

し
て
お
り
、
美
豆
牧
に
つ
い
て
は
、
西
園
寺
家
と
三
条
西
家
と
の
代
官
の
負
担
内
容
及
び
慣
習
に
時
代
的
な
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
類

似
点
が
多
い
。
西
園
寺
家
と
三
条
西
家
と
の
所
領
の
領
有
形
態
を
め
ぐ
・
て
は
諸
説
が
あ
麗
・
こ
こ
で
は
・
西
園
寺
家
の
領
有
形
態
を

三
条
西
家
が
模
倣
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
一
方
、
同
じ
地
域
を
分
割
し
て
領
有
す
る
と
い
う
経
営
形
態
が
、
代
官
の
負
担
内
容
や
慣



習
の
類
似
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

　
本
稿
で
は
、
永
享
年
間
よ
り
、
寛
正
六
年
に
至
る
美
豆
牧
の
実
態
に
つ
い
て
、
西
園
寺
家
の
記
録
を
中
心
に
、
三
条
西
家
の
史
料
も
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

照
し
つ
つ
述
べ
て
き
た
。
美
豆
牧
に
つ
い
て
は
、
天
正
年
間
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
時
代
的
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た
っ

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
、
美
豆
牧
周
辺
の
他
の
西
園
寺
家
領
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
美
豆
牧
と
の
関
連
性
に
お
い
て
考

え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」について

註
（
1
）
　
美
豆
牧
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
芳
賀
幸
四
郎
氏
が
、

　
「
中
世
末
期
に
お
け
る
三
条
西
家
の
経
済
的
基
盤
と
そ
の
崩
壊
」

　
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
＝
ニ
ー
一
、
昭
和
三
〇
年
、
の
ち
に
芳
賀

　
幸
四
郎
歴
史
論
集
W
『
中
世
文
化
と
そ
の
基
盤
』
思
文
閣
、
昭
和

　
五
六
年
所
収
）
に
お
い
て
、
三
条
西
家
の
中
世
末
期
に
お
け
る
経

　
済
的
基
盤
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
乾
奈
保

　
子
・
小
野
博
司
両
氏
に
よ
る
、
室
町
後
期
に
お
け
る
三
条
西
家
の

　
領
主
権
に
つ
い
て
の
考
察
（
乾
奈
保
子
「
室
町
後
期
公
家
経
済
の

　
一
考
察
」
『
年
報
中
世
史
研
究
』
五
、
昭
和
五
五
年
・
小
野
博
司

　
「
室
町
後
期
に
お
け
る
三
条
西
家
領
の
伝
領
と
支
配
」
『
法
政
史

　
学
』
三
五
、
昭
和
五
八
年
）
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
以
上

　
は
、
三
条
西
家
領
の
美
豆
牧
に
主
眼
を
置
い
て
お
り
、
そ
の
関
連

　
に
お
い
て
西
園
寺
家
領
に
も
触
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

網
野
善
彦
氏
に
よ
る
、
河
海
の
交
通
の
観
点
か
ら
西
園
寺
家
の
所

領
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
論
考
（
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」
『
国

史
学
』
一
四
六
、
平
成
四
年
）
は
、
西
園
寺
家
領
に
焦
点
を
絞
り
、

西
園
寺
家
領
と
し
て
の
美
豆
牧
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
な
お
、

『
久
御
山
町
史
』
＝
京
都
府
久
御
山
町
、
昭
和
六
一
年
）
に
も
三

条
西
家
領
と
し
て
の
美
豆
牧
に
関
す
る
記
述
は
多
い
。
三
条
西
家

に
つ
い
て
は
、
芳
賀
幸
四
郎
『
三
条
西
実
隆
』
（
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
三
五
年
）
、
末
柄
豊
「
『
実
隆
公
記
』
と
文
書
」
（
五
味
文
彦

編
『
日
記
に
中
世
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
〇
年
所
収
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
　
『
久
御
山
町
史
』
一
、
一
六
一
頁
。

（
3
）
　
木
村
真
美
子
「
中
世
の
院
御
厩
司
に
つ
い
て
1
西
園
寺
家
所

蔵
『
御
厩
司
次
第
』
を
手
が
か
り
に
ー
」
（
本
誌
収
載
）
。

（
4
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
西
園
寺
家
古
文
書
」
（
谷
函
、
四
一
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○
号
）
。

（
5
）
小
野
博
司
氏
前
掲
論
文
。

　
　
な
お
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
三
条
西
実
隆
写
『
除
目
部
類
』
一

冊
（
四
　
五
函
、
二
八
二
号
）
の
紙
背
文
書
に
次
の
よ
う
な
陳
状

　
の
草
案
が
あ
る
。

侍
従
大
納
言
家
雑
掌
謹
支
言
上

　
京
極
家
跡
所
々
■
分

　
　
　
　
　
　
　
く

　
西
園
寺
家
領
三
分
一
事

　
く
　
　
く
　
　
く
　
　
く
　
　
く

右
子
細
者
、
京
極
家
毅
蝋
実
極
両
代
已
帯
公
験
別
相
伝
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
園
寺

地
也
、
而
今
家
督
之
割
分
他
人
知
行
無
其
謂
之
由
、
被

家
鍛
　
　
堪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

訴
申
之
条
、
濫
吹
之
至
甚
不
可
然
い
、
於
勝
定
院
殿
御
成
敗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姥
犠

者
、
実
種
卿
応
永
廿
八
年
依
勅
勘
止
出
仕
之
間
、
一
端
被
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
く
　
　
く
　
　
く

　
　
　
　
　
　
灘
撚

不
能
左
右
欺
、
■
■
称
光
院
崩
御
之
後
、
彼
卿
出
仕
拝

　
　
時
　
　
　
賜
　
　
御
判
　
　
　
　
　
　
　
　
其
身

趨
之
間
、
更
令
安
堵
之
処
、
其
身
無
幾
程
い
又
違
時
宜
之

　
　
く
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
く
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
府
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
袋

間
、
依
為
閾
所
故
入
道
内
大
臣
家
令
拝
領
之
者
也
、
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
く
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者

京
極
一
流
已
断
絶
之
上
者
、
件
三
分
一
之
本
主
■
■
、

　
此
　
　
門

為
当
家
ロ
之
条
無
異
論
哉
、

　
く

　
こ
れ
は
、
侍
従
大
納
言
（
三
条
西
実
隆
）
の
雑
掌
が
、
西
園
寺
京

極
家
跡
地
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
記
し
た
上
で
、
三

条
西
家
が
京
極
家
同
様
、
三
分
の
一
を
領
有
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ

る
旨
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
京
極
実
種
が
応
永
二
十
八

年
に
称
光
天
皇
の
勅
勘
を
蒙
り
、
出
仕
を
止
あ
ら
れ
た
の
で
、
将
軍

義
持
に
よ
り
所
領
が
没
収
さ
れ
、
そ
れ
が
、
称
光
院
崩
御
後
に
実
種

が
出
仕
し
た
折
り
に
再
び
安
堵
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
領
地
も
再
度

没
収
さ
れ
、
故
入
道
内
府
、
す
な
わ
ち
、
実
隆
の
父
公
保
に
伝
領
さ

れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
京
極
家
跡
地
を
三

条
西
家
が
引
き
継
い
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
小
野

博
司
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
京
極
実
種
の
所
領
↓
没
収
↓
三

条
西
公
保
へ
伝
領
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
そ
の

裏
付
け
と
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
草
案
に
つ
い
て
は
、
記
さ
れ
た
時

期
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
応
四
年
か
ら
翌
五
年
に
か
け
て
淀

魚
市
得
分
の
配
分
比
率
を
め
ぐ
っ
て
、
西
園
寺
家
と
三
条
西
家
と
の

間
で
激
し
い
争
い
が
お
こ
り
、
五
年
四
月
に
、
西
園
寺
家
が
三
分
の

二
、
三
条
西
家
が
残
り
の
三
分
の
一
を
収
得
す
る
旨
の
後
土
御
門
天

皇
の
編
旨
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
落
着
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ

ろ
う
（
芳
賀
氏
前
掲
論
文
）
。
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西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」にっいて

　　　　f8＿fi驚　i5－　　14§2藝lo互εヱ互見
記
L

で
の
史
料
名
は

に
依
る
。

　
　
学
習
院
大
学
史
料
館
『
朝
廷
儀
式
と
公
家
の
生
活
』
（
学
習

院
大
学
史
料
館
、
平
成
一
〇
年
）
三
七
頁
。

　
）
　
『
菅
浦
文
書
』
上
、
六
三
六
号
。

　
）
　
田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』
（
山
川
出
版
社
、
平
成

　
○
年
）
。

　
）
　
新
田
英
治
「
室
町
時
代
の
公
家
領
に
お
け
る
代
官
請
負
に
関

す
る
一
考
察
」
（
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経

済
史
研
究
』
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
二
年
）
。

（
1
9
）
　
河
瀬
に
つ
い
て
は
、
『
看
聞
日
記
』
永
享
八
年
十
一
月
二
十

「
公
名
公
記
」
嘉
吉
元
年
八
月
三
日
条
。

　
同
嘉
吉
元
年
八
月
二
四
日
条
。

　
同
　
　
　
嘉
吉
二
年
七
月
二
〇
日
条
。

　
同
　
　
　
嘉
吉
三
年
六
月
一
日
条
。

『
看
聞
日
記
』
永
享
八
年
八
月
二
一
日
条
。

『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元
年
六
月
二
四
日
条
。

『
奈
良
市
史
』
通
史
二
、
（
奈
良
市
、
平
成
五
年
）
第
五
章
。

『
日
本
歴
史
』
＝
二
、
　
昭
和
二
三
年
。

「
管
見
記
」
六
三
、
「
長
禄
四
年
給
分
請
取
状
」
。
な
お
、
「
管

　
の
中
に
は
、
外
題
が
誤
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
本
稿

　
　
　
　
『
国
史
大
辞
典
』
三
、
「
管
見
記
一
覧
」
の
表
記

一
日
条
に
、
伏
見
宮
家
の
魚
公
事
代
官
で
あ
る
平
田
が
無
沙
汰
で

あ
っ
た
た
め
改
易
さ
れ
、
「
河
瀬
と
云
物
」
が
替
わ
っ
て
「
魚
公

事
代
官
」
を
請
負
っ
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
ま
た
、
同
九
年
九

月
六
日
条
に
も
河
瀬
の
名
が
「
当
（
魚
公
事
）
代
官
河
瀬
」
と
見

え
る
。
魚
公
事
と
は
、
昆
布
・
干
鮭
公
事
の
こ
と
で
、
常
磐
井
宮

直
明
親
王
の
所
領
で
あ
っ
た
も
の
を
将
軍
義
教
が
削
り
、
永
享
八

年
五
月
に
貞
成
親
王
に
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
（
新
城
常
三
『
中
世

水
運
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
平
成
六
年
、
九
七
二
～
九
七
三
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
河
瀬
は
金
融
関
係
に
携
わ
っ
て
い
た
人
物
と
思
わ
れ
、

勢
力
伸
長
の
過
程
で
伏
見
宮
家
に
接
近
し
、
代
官
を
請
負
う
に
い

た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
文
安
四
年
、
摂
津
川
辺
郡
北
部
（
現
在
の
兵
庫
県
川
西

市
付
近
）
の
守
護
、
京
極
祐
繁
の
守
護
代
に
「
河
瀬
信
秀
」
な
る

人
物
が
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
今
谷
明
氏
は
河
瀬
氏
が
京
極
氏
の
本

拠
近
江
国
犬
上
郡
の
国
人
で
あ
る
点
に
注
目
し
、
京
極
氏
の
被
官

人
と
推
定
し
て
い
る
（
『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
法
政
大

学
出
版
局
、
昭
和
六
一
年
、
二
六
二
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
近
江
の
国

人
で
京
極
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
河
瀬
氏
は
、
応
永
元
年
よ
り
文
安

四
年
に
わ
た
り
、
京
極
氏
が
摂
津
の
川
辺
郡
北
部
の
守
護
と
な
っ

て
い
た
間
に
、
守
護
代
と
し
て
摂
津
の
北
東
部
に
支
配
を
浸
透
さ

せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
河
瀬
清
貞
も
そ
の
一
族
で
、
摂
津
の
北
東
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部
に
勢
力
を
持
ち
、
美
豆
牧
の
代
官
職
を
請
負
う
に
至
っ
た
可
能

　
性
も
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
『
壬
生
家
文
書
』
三
－
七
八
五
号
、
寛
正
二
年
二
月
二
十
九

　
日
付
「
馬
越
元
親
請
文
」
に
は
、
主
殿
寮
領
安
芸
国
入
江
保
の
預

所
職
を
請
負
っ
た
「
馬
越
左
京
亮
元
親
」
と
並
び
、
「
請
人
逸
見

弾
正
忠
繁
種
、
同
　
宝
珠
庵
心
慶
」
の
名
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
請
文
に
複
数
の
人
名
が
並
記
さ
れ
て
い
る
場

合
、
請
負
人
に
加
え
、
請
人
も
記
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
よ
う

　
に
思
わ
れ
る
。

（
2
1
）
　
例
え
ば
、
九
条
家
領
摂
津
国
輪
田
荘
西
方
で
は
、
文
安
元
年

に
、
長
塩
備
前
入
道
宗
永
が
百
貫
文
で
代
官
職
を
請
負
っ
て
い
る

　
（
『
九
条
家
文
書
』
ニ
ー
三
五
七
号
）
。
さ
ら
に
、
山
科
家
領
で
は
、

も
っ
と
も
知
行
状
態
が
良
い
所
領
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
播
磨
国
下

揖
保
荘
で
は
、
長
禄
四
年
の
代
官
職
請
文
で
百
貫
文
が
京
着
と
な

　
っ
て
い
る
（
菅
原
正
子
『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
吉
川
弘
文

館
、
平
成
一
〇
年
、
七
八
頁
他
・
奥
野
高
広
『
皇
室
御
経
済
史
の

研
究
』
正
編
、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
七
年
、
｝
五
五
頁
）
。
ま

た
、
同
家
領
備
前
国
居
都
荘
で
は
、
明
応
二
年
の
浦
上
基
久
代
官

職
請
文
に
上
下
村
分
の
京
着
九
十
貫
文
と
あ
る
（
『
言
国
卿
記
』

四
、
明
応
二
年
十
月
十
五
日
条
）
。

　
　
一
方
、
主
殿
寮
領
安
芸
国
入
江
保
で
は
、
嘉
吉
二
年
に
武
田
信

　
賢
が
領
家
職
の
年
貢
京
着
九
十
貫
文
を
請
負
っ
て
い
る
（
『
壬
生

　
家
文
書
』
三
－
七
四
一
号
）
。

（
2
2
）
　
小
野
晃
嗣
『
日
本
中
世
商
業
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版

　
局
、
平
成
元
年
）
二
二
四
頁
。
初
出
は
「
卸
売
市
場
と
し
て
の
淀

　
魚
市
の
発
達
」
上
下
　
『
歴
史
地
理
』
六
五
－
五
・
六
、
昭
和
一

　
〇
年
）
。

（
2
3
）
　
『
石
清
水
文
書
』
六
－
四
〇
七
号
。

（
2
4
）
　
「
管
見
記
」
八
一
「
御
随
身
等
下
行
関
係
文
書
」
。

（
2
5
）
　
芳
賀
氏
前
掲
論
文
。

（
2
6
）
　
伝
馬
に
つ
い
て
は
、
新
城
常
三
氏
が
『
戦
国
時
代
の
交
通
』

　
（
畝
傍
書
房
、
昭
和
一
八
年
）
で
、
中
世
に
お
け
る
伝
馬
の
語
義

　
は
、
逓
送
の
意
義
は
失
い
、
単
な
る
輸
送
馬
、
乗
馬
と
同
義
で
あ

　
る
旨
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
谷
明
氏
は
、
同
氏
前
掲

　
書
第
九
章
に
お
い
て
、
興
福
寺
を
例
に
、
「
領
民
が
年
貢
を
運
搬

し
た
り
、
民
間
に
お
い
て
乗
用
に
利
す
る
馬
匹
は
伝
馬
と
は
称
せ

　
ら
れ
ず
、
お
お
む
ね
門
跡
お
よ
び
縁
故
者
の
上
洛
・
旅
行
用
の
馬
、

興
福
寺
大
和
一
国
支
配
遂
行
上
必
要
な
る
公
用
馬
、
以
上
の
馬
で

あ
っ
て
領
内
か
ら
経
済
外
的
強
制
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
た
馬
匹
の

　
み
を
”
伝
馬
”
と
称
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
林
正
次
郎
「
中
近
世
（
文
禄
三
年
以
前
）
に
お
け
る
淀
（
巨

椋
池
を
含
む
）
周
辺
の
交
通
路
」
（
『
歴
史
地
理
学
』
一
二
七
、
昭
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西園寺家所蔵「河瀬清貞山城国美豆牧代官職請文」について

和
五
九
年
）
。

（
2
8
）
　
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、
（
兵
庫
県
、
平
成
二
年
）
五

三
七
頁
。

（
2
9
）
　
芳
賀
氏
前
掲
論
文
。
ま
た
、
公
家
領
の
代
官
が
茶
を
進
あ
た

例
と
し
て
は
、
近
衛
家
領
信
楽
荘
に
お
い
て
、
仁
木
左
京
大
夫
政

長
が
代
官
職
に
還
補
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
茶
二
百
袋
を
近
衛
家
に

進
あ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
『
戦
国
期

公
家
社
会
の
諸
様
相
』
和
泉
書
院
、
平
成
三
年
、
七
四
頁
）
。

（
3
0
）
　
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
六
〇
年
）
＝
四
頁
。

（
3
1
）
　
「
公
名
公
記
」
で
は
、
嘉
吉
二
年
正
月
二
十
三
日
条
か
ら
「
美

豆
御
牧
三
ヶ
寺
僧
入
来
謁
之
毎
年
之
儀
也
」
と
あ
る
よ
う
に
寺
僧

が
毎
年
挨
拶
に
来
る
の
が
恒
例
で
あ
り
、
ま
た
、
翌
嘉
吉
三
年
正

月
二
十
三
日
条
に
「
美
豆
御
牧
花
台
寺
・
観
音
寺
・
念
仏
寺
等
住

持
入
来
、
令
相
看
」
と
あ
り
、
三
ヶ
寺
が
花
台
寺
、
観
音
寺
そ
し

　
て
念
仏
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
寺
は
、
『
山
城

名
勝
誌
』
に
、
「
三
牧
三
箇
寺
」
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
、
花
台

寺
は
、
美
豆
郷
で
は
最
大
の
規
模
を
誇
り
、
大
島
村
（
現
在
の
中

島
）
に
あ
り
、
観
音
寺
は
坊
之
池
村
に
、
念
仏
寺
は
、
は
っ
き
り

し
な
い
も
の
の
、
藤
和
田
村
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

　
の
寺
は
い
ず
れ
も
、
現
在
の
久
御
山
町
内
に
位
置
し
て
い
る
（
『
久

御
山
町
史
』
一
、
第
四
章
及
び
日
本
歴
史
地
名
大
系
『
京
都
府
の

地
名
』
平
凡
社
、
昭
和
五
六
年
、
一
九
四
頁
）
。

　
　
｝
方
、
三
条
西
家
領
美
豆
牧
で
は
、
長
享
三
年
正
月
十
九
日
条

　
に
、
美
豆
御
牧
三
ヶ
寺
と
し
て
、
観
音
寺
、
善
福
寺
、
念
仏
寺
の

住
持
が
年
賀
の
礼
に
近
年
来
な
く
な
っ
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
の
う
ち
、
観
音
寺
・
念
仏
寺
は
西
園
寺
家
の
場
合
と
共
通
し
て
い

る
が
、
善
福
寺
に
つ
い
て
は
、
花
台
寺
と
は
場
所
的
に
も
離
れ
た

現
在
の
京
都
市
伏
見
区
深
草
瓦
町
に
あ
る
善
福
寺
付
近
に
比
定
で

き
る
と
思
わ
れ
る
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
『
京
都
市
の
地
名
』
平

凡
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
一
五
頁
）
。
な
ぜ
「
三
ヶ
寺
」
の
う
ち

　
の
一
寺
が
、
西
園
寺
家
と
三
条
西
家
で
異
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い

　
て
は
、
時
代
が
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
の
衰
亡
も
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
三
ヶ
寺
の
住
持
が
あ
い
さ
つ
に
訪
れ
て
い
た
点
に
お

　
い
て
、
三
条
西
家
も
西
園
寺
家
と
同
様
で
あ
る
。

（
3
2
）
　
西
園
寺
家
、
三
条
西
家
の
所
領
の
領
有
形
態
に
つ
い
て
は
、

小
野
晃
嗣
、
乾
氏
が
「
共
同
領
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
に
対

し
、
芳
賀
氏
、
小
野
博
司
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
論
文
に
お
い
て

「
共
有
領
」
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
乾
氏
が
西
園
寺
家
と
三

条
西
家
の
「
土
ハ
同
領
」
は
領
主
相
互
の
協
力
や
共
存
の
た
め
の
も

　
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
小
野
博
司
氏
は
、
両
者
に
共
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存
の
た
め
の
協
力
体
制
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
3
3
）
永
禄
七
年
に
は
、
安
禅
寺
殿
が
幕
府
よ
り
美
豆
牧
の
下
司
職

を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
「
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
」
『
室
町
幕

府
文
書
集
成
　
奉
行
人
奉
書
篇
』
下
、
三
九
二
三
号
）
。
ま
た
、

天
正
十
五
年
の
安
禅
寺
殿
知
行
分
目
録
に
「
三
十
石
　
美
豆
牧
」

（『

ｾ
経
卿
記
』
二
、
天
正
十
五
年
一
〇
月
一
七
日
条
）
と
見
え
る
。

16

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
新
田
英
治
先
生
、
史
料
館
特
別
研
究
員
の
木
村
真
美
子
氏
、

な
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
の
八
鳥
正
治
・
小
森
正
明
両
氏
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

史
料
の
閲
覧
に
あ
た
り
、
お
世
話
に


